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証券コード　7050
２０１９年７月９日

株　主　各　位
東 京 都 渋 谷 区 渋 谷 三 丁 目 ３ 番 ５ 号
株式会社フロンティアインターナショナル

代表取締役社長 河 村 康 宏
第29回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第29回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2019年７月24日（水曜日）午後７時までに到着するようご返送くださいますようお願い
申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2019年７月25日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都渋谷区東一丁目２番20号

住友不動産渋谷ファーストタワー
ベルサール渋谷ファースト　２階ホール
※近隣のベルサール渋谷ガーデンとお間違えのない様お気をつけください。
※会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の会場ご案内図をご
　参照のうえ、お間違えのないようにご注意ください。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第29期（2018年５月１日から2019年４月30日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第29期（2018年５月１日から2019年４月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
議　　案 剰余金処分の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正
後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.frontier-i.co.jp）に掲載
させていただきます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

( 2018年５月 １ 日から
2019年４月30日まで )

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における我が国の経済は、企業の設備投資拡大、底堅い個人消費等を背景と
して緩やかな回復基調にありつつも、度重なる自然災害や米中通商問題の長期化等による消費
マインドの低下など景気押し下げの要素が重なり、全般として弱含みの展開となりました。
　なお、2018年（1～12月）の日本の総広告費は、戦後最長といわれる景気拡大に伴って6兆
5,300億円、前年比102.2％となり、7年連続で緩やかなプラス成長となりました（「2018年
（平成30年）日本の広告費」株式会社電通調べ）。
　このような中、当社グループでは、今後さらなる成長が見込まれる店頭販売支援事業を当社
から分社化して、2018年5月に株式会社フロンティアダイレクトを設立するなど積極的な事業
展開を行ってまいりました。
　これらの結果、当連結会計年度の売上高は12,780百万円（前年同期比4.8％増）、売上総利
益2,838百万円（同8.0％増）、営業利益1,126百万円（同7.6％増）、経常利益1,114百万円
（同6.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益818百万円（同14.7％増）となりました。
　なお、当社グループはプロモーション事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの
記載は省略しております。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度における設備投資はありません。

③　資金調達の状況
　主に2019年2月28日に東京証券取引所マザーズに上場したこと等による自己株式の処分に
より386百万円の資金調達を実施いたしました。
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④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　当社は、2018年２月16日開催の取締役会において当社の店頭販売支援事業を会社分割によ
り設立会社である株式会社フロンティアダイレクトに承継することを決議し、同年５月１日に
会社分割を実施しました。

⑵　財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 26 期
(2016年4月期)

第 27 期
(2017年４月期)

第 28 期
(2018年４月期)

第 29 期
(当連結会計年度)
(2019年４月期)

売 上 高(百万円) ― 10,711 12,193 12,780

経 常 利 益(百万円) ― 843 1,047 1,114

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益(百万円) ― 503 713 818

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) ― 116.60 172.10 195.80

総 資 産(百万円) ― 4,654 5,738 7,623

純 資 産(百万円) ― 2,516 3,212 4,470

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) ― 606.25 774.61 1,032.67

（注）１．当社は、2018年12月18日開催の取締役会決議により、2018年12月27日付で普通株式１株につき
200株の割合で株式分割を行っております。第27期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株
当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算出しております。

２．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づい
て算出しております。

３．１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数から期末自己株式数を控除した株式数に基づいて算出し
ております。

４．当社は、第29期より会計監査人を設置しております。第27期及び第28期の数値については、金融商
品取引法第193条の２第１項に基づき監査を受けた財務諸表の数値を記載しておりますが、会社法第
444条第４項に定める会計監査人の監査を受けておりません。
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②　当社の財産及び損益の状況

区 分 第 26 期
(2016年４月期)

第 27 期
(2017年４月期)

第 28 期
(2018年４月期)

第 29 期
(当事業年度)
(2019年４月期)

売 上 高(百万円) 9,110 9,586 11,000 9,790

経 常 利 益(百万円) 525 754 948 876

当 期 純 利 益(百万円) 315 471 636 667

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 72.79 109.17 153.36 159.71

総 資 産(百万円) 3,701 4,399 5,430 6,772

純 資 産(百万円) 2,008 2,414 3,032 4,139

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 462.91 581.67 731.20 956.25
（注）１．当社は、2018年12月18日開催の取締役会決議により、2018年12月27日付で普通株式１株につき

200株の株式分割を行っております。第26期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり
純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

２．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づい
て算出しております。

３．１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数から期末自己株式数を控除した株式数に基づいて算出し
ております。

４．当社は、第29期より会計監査人を設置しております。第27期及び第28期の数値については、金融商
品取引法第193条の２第１項に基づき監査を受けた財務諸表の数値を記載しておりますが、会社法第
436条第２項１号に定める会計監査人の監査を受けておりません。
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⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 フ ロ ン テ ィ ア ダ イ レ ク ト 10百万円 100.0％ 店頭販売支援事業

セ ル コ ム 株 式 会 社 7百万円 100.0 店頭販売支援事業

划 通文化 咨 （上海）有限公司 1,384千元 100.0 プロモーション事業

（注）　当社は、2018年２月16日開催の取締役会において当社の店頭販売支援事業を会社分割により設立会社
である株式会社フロンティアダイレクトに承継することを決議し、同年５月１日に会社分割を実施しま
した。

⑷　対処すべき課題
　当社グループが対処すべき主な課題は、以下のとおりであります。
　①人材の確保及び育成

　当社グループの成長の源泉は人材であり、企画、制作、運営、実施までをワンストップで総
合的に提供できる人材を早期に育成することが重要となります。そのため、入社直後から企画
にも携わらせ、企画から実施までを早期に経験させ、専門業者や業界内の外部講師による外部
研修や社内での内部研修等を積極的に実施し、企画から実施までを一貫できる人材の育成を図
ってまいります。

②総合プロモーションの提供
　当社グループはイベントプロモーション、キャンペーンプロモーション、PR、スペースプロ
デュース、デジタルプロモーションといったサービスを展開するとともに、消費者の最終購買
の場としての店頭において、クライアント企業の営業支援及び販売促進活動を行う店頭販売支
援事業を実施するなど、多岐にわたるプロモーションを行っております。これらの機能を融合
させ、クライアントの消費者の視点に立ったマーケティング戦略の中で、複合的な要素を組み
合わせたプロモーションを提供可能な総合プロモーション企業としての地位を確立するように
努めてまいります。
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③事業領域の拡大
　当社グループは大手広告会社からの受注だけでなく、メーカー等のクライアントからの直接
受注も獲得しておりますが、今後、クライアントが消費者に「売る」ことへの直接的な効果を
プロモーションに対して求める傾向は一層強くなると思われます。
　クライアントの課題解決に向けた付加価値の高いサービスを提供していくことができるよう、
既存事業の強化を進めるだけではなく、他社との提携も視野に入れて事業領域を拡大してまい
ります。

④組織体制の更なる強化
　当社グループは、クライアントに対し組織全体として更に高水準のサービス（イベントの集
客力、SNSを通じた認知拡大）を提供してまいります。そのために、担当者個人の知識や経験
によるノウハウや制作スタイルにのみ依拠することなく、会社としてのノウハウ等の蓄積を進
めるとともに、組織的なナレッジシェアリングシステム、営業活動の「見える化」等、社内の
インフラを強化し、個人の能力を組織として補完できるようにし、内部管理体制の強化含め、
組織改革を行う方針であります。

⑤グローバル展開
　アジア・ASEAN地域は、まだ成長余地のある市場を有していることから、これを目指して進
出する日系企業の増加と、それに伴う広告市場の拡大が見込まれております。
　そのような環境の下、当社は、2010年８月に划 通文化 咨 （上海）有限公司、2013
年５月にPT.FRONTIER INTERNATIONAL INDONESIAを設立しており、現地の企業も顧客と
して取り込みながらさらなる成長を実現してまいります。

⑸　主要な事業内容（2019年４月30日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

イ ベ ン ト プ ロ モ ー シ ョ ン フィールドイベント等の企画・運営・制作

キャンペーンプロモーション キャンペーン事務局の運営等やプレミアム・ノベルティ企画制作

P R PR・広報活動の計画・戦略の策定とアドバイス

ス ペ ー ス プ ロ デ ュ ー ス イベント美術、ディスプレイ等

デ ジ タ ル プ ロ モ ー シ ョ ン デジタルキャンペーン企画運営、コンテンツ制作

店 頭 販 売 支 援 事 業 店頭販売支援事業他
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⑹　主要な営業所及び工場（2019年４月30日現在）
①　当社

本 社 東京都渋谷区渋谷三丁目３番５号

支 社 名古屋オフィス（愛知県名古屋市）、大阪オフィス（大阪府大阪市）
福岡オフィス（福岡県福岡市）

②　子会社
株 式 会 社 フ ロ ン テ ィ ア ダ イ レ ク ト 本社（東京都渋谷区）、大阪オフィス（大阪府大阪市）

セ ル コ ム 株 式 会 社 本社（東京都渋谷区）、大阪オフィス（大阪府大阪市）

划 通文化 咨 （上海）有限公司 本社（中華人民共和国上海）

⑺　使用人の状況（2019年４月30日現在）
①　企業集団の使用人の状況
事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 224 (840)名 20名増 (365名増)

（注）１．使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除く）であり、契約社員、アルバイ
ト等の臨時雇用者は、最近１年間の平均雇用人数を（　）外数で記載しております。

２．当社グループは、プロモーション事業のみの単一セグメントであるため、グループ全体での従業員数
を記載しております。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

206（25）名 22名増（228名減） 30.9歳 4.3年

（注）　使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除く）であり、契約社員、アルバイト等の臨時雇用者
数は、最近１年間の平均雇用人数を（　）外数で記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（2019年4月30日現在）
該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
当社は、2019年２月28日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（2019年４月30日現在）

①　発行可能株式総数 17,120,000株
②　発行済株式の総数 4,353,000株
③　株主数 1,346名
④　大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

河 村 　 康 宏 2,386千株 55.14％

渡 邊 伸 一 郎 450 10.40

古 井 　 　 貴 250 5.78
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
（ 常 任 代 理 人 ゴ ー ル ド マ ン ・ サ ッ ク ス
証 券 株 式 会 社 ）

201 4.65

三 晃 繊 維 工 業 株 式 会 社 200 4.62

宗 像 　 恒 和 80 1.85

野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 44 1.02

松 井 証 券 株 式 会 社 35 0.82

株 式 会 社 S B I 証 券 33 0.77
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON 
C O L L A T E R A L  N O N  T R E A T Y - P B 33 0.76

（注）１．当社は、2018年12月18日開催の取締役会決議により、2018年12月27日付で普通株式１株につき
200株の割合で株式分割を行っております。

２．持株比率は、自己株式（24,400株）を控除して計算しております。

－ 8 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

⑵　新株予約権等の状況
①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況
第１回新株予約権

発行決議日 2010年３月16日

新株予約権の数 1,000個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式　200,000株　　　　　　　 （注）１，４
（新株予約権１個につき200株）

新株予約権の払込金額 無償

新株予約権の行使に際して出資される財産の価格 新株予約権１個当たり　26,000円　　（注）２，４
（１株当たり　130円）

権利行使期間 2012年３月17日から2020年３月16日まで

行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時にお
いても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従
業員もしくは社外協力者の地位にあることを要す。
ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当
な理由のある場合は、この限りでない。
新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認
めない。

役員の保有状況 取締役（社外取締役を除く）
新株予約権の数  　　　　　　　　　　　1,000個
目的となる株式数 　　　　　　　　　200,000株
保有者数  　　　　　　　　　　　　　　　　１人

（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に
ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てます。

　　　調整後株式数＝調整前株式数 × 分割・併合の比率
２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

る１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
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　　また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合（新株予約権の行使によ
るものを除く）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切
り上げます。

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たりの払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を
控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり
の払込金額」を「１株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。

３．当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・
新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権
を取得することができるものとしております。

４．2018年12月18日開催の取締役会決議により、2018年12月27日付で普通株式１株につき200株の
割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「新株
予約権の行使に際して出資される財産の価格」及び「役員の保有状況」が調整されております。
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⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2019年４月30日現在）
会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 河 村 　 康 宏

専 務 取 締 役 渡 邊 伸 一 郎 第一営業本部長

常 務 取 締 役 古 井 　 　 貴 第二営業本部長

取 締 役 清 水 　 紀 年 管理本部長 兼 経営企画室長

取 締 役 岩 﨑 　 　 明
セールスフォース・ドットコム㈱ 顧問（シニア・エグゼ
クティブ・アドバイザー）
楽天㈱ プロジェクトアドバイザー

常 勤 監 査 役 田 中 　 晃 次

監 査 役 中 野 　 吉 朗

監 査 役 美 澤 　 臣 一
コ・クリエーションパートナーズ㈱代表取締役
㈱ザッパラス取締役
Kudan㈱取締役
JIG-SAW㈱取締役(監査等委員)

（注）１．取締役岩﨑明氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役田中晃次氏、監査役中野吉朗氏及び監査役美澤臣一氏は、社外監査役であります。
３．常勤監査役田中晃次氏、監査役中野吉朗氏及び監査役美澤臣一氏は、以下のとおり、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有しております。
　　・常勤監査役田中晃次氏は、長年にわたり住友スリーエム株式会社（現スリーエムジャパン株式会
　　　社）において勤務された後、同社の監査役に就任された経験を持ち、十分な経験と見識を有して
　　　いることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
　　・監査役中野吉朗氏は、長年にわたり理研ビニル工業株式会社（現リケンテクノス株式会社）におい
　　　て勤務された後、同社理事、取締役、監査役を歴任された経験を持ち、十分な経験と見識を有して
　　　いることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
　　・監査役美澤臣一氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に精通し、企業経営
　　　を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
４．当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は、第三営業本部長の宗像恒和、第四営業本部

長の江口貴宣で構成されております。
５．当社は、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。
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②　責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定により、2018年12月26日開催の臨時株主総会で定款
を変更し、非業務執行取締役及び監査役との責任限定契約を締結することができることとして
おります。非業務執行取締役及び監査役が当社に対して会社法第423条第１項の損害賠償責
任を負う場合、会社法第427条第１項に規定する要件に該当する場合には、当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められ
るのは、当該非業務執行取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でか
つ重大な過失がないときに限られます。

③　取締役及び監査役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（う　　ち　　社　　外　　取　　締　　役）

5名
（1）

115,980  千円
(3,000）

監 査 役
（う　　ち　　社　　外　　監　　査　　役）

3
（3）

17,640
（17,640）

合 計
（う　　ち　　社　　外　　役　　員）

8
（4）

133,620
（20,640）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、2009年７月30日開催の第19回定時株主総会において、年額250百万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、2014年７月28日開催の第24回定時株主総会において、年額50百万円以内

と決議いただいております。
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④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役岩﨑明氏は、セールスフォース・ドットコム株式会社顧問（シニア・エグゼクティ
ブ・アドバイザー）及び楽天株式会社プロジェクトアドバイザーであります。当社と兼職
先との間には特別の関係はありません。

・監査役美澤臣一氏は、コ・クリエーションパートナーズ株式会社の代表取締役、株式会社
ザッパラス及びKudan株式会社の取締役、JIG-SAW株式会社の監査等委員である取締役
であります。各社と当社との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 岩 﨑 　 明
当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回に出席いたしまし
た。出席した取締役会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広
い見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。

監査役 田 中 晃 次
当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査役会15回のう
ち15回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会におい
て、監査役であった経験に基づき、適宜発言を行っております。

監査役 中 野 吉 朗

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査役会15回のう
ち15回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会におい
て、上場企業の取締役、監査役であった幅広い見識に基づき、経営全般
の観点から適宜発言を行っております。

監査役 美 澤 臣 一

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査役会15回のう
ち14回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会におい
て、金融機関における長年の経験に基づき、専門的な見地から適宜発言
を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があったもの
とみなす書面決議が１回ありました。
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⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　イ．公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 31,900千円

　ロ．公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額 1,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 36,716千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

③　非監査業務の内容
　当社は、EY新日本有限責任監査法人に対して、コンフォートレターに係る合意された手続業
務についての対価を支払っております。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会
が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は、会社経営の透明性及び業務の適正性を確保するために組織体制が重要であると考えて
おりますので、その基本方針に基づいた体制の整備、運用を行ってまいります。その概要は以下
のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．法令・定款及び社会規範を遵守するための「コンプライアンス基本方針」を制定し、全役
　　職員に周知・徹底する。
ロ．コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、コ
　　ンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
ハ．コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上
　　を図る。
ニ．内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。

　コンプライアンス管理規程に基づき設置されたコンプライアンス委員会を開催し、コンプライ
アンス上の重要な問題の審議を行い、リスク情報の社内共有を行いました。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役の職務の執行に係る情報については、文書又は電磁的記録媒体に記録し、法令及び
　　文書管理規程等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
ロ．取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

　取締役の職務執行に係る情報は、取締役会規程及び文書管理規程に基づき、保存期間及び所管
部を定め、適切に管理しています。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．コンプライアンス委員会は、会社の事業活動において想定されるリスクに対応する組織、
　　責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築するものとする。
ロ．反社会的勢力対策委員会、安全対策推進委員会、情報セキュリティ委員会、衛生委員会の
　　４委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
ハ．危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対
　　して適切かつ迅速に対処するものとする。
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　反社会的勢力対策委員会、安全対策推進委員会、情報セキュリティ委員会、衛生委員会を原則
毎月１回開催し、適時取締役会又は経営会議に報告を行っています。また、フロンティアインタ
ーナショナルBCPを策定し、危機発生時の組織体制及び連絡体制を整備しています。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、執行役員の業務執行機能を分離する。
ロ．取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づき、取締役の職務及び権限、責任の明
　　確化を図る。
ハ．取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

　業務分掌規程及び職務権限規程に定める量的基準及び質的基準に基づき、意思決定機関または
意思決定者を明確にすることによって職務の執行を効率的に行っています。また、取締役会の二
次的な補助機関である経営会議を設け、当社グループの経営上重要な業務の執行案件、事業リス
ク等について協議・検討を行っています。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．関係会社管理は、管理本部が主管し、関係会社管理規程に基づき、関係会社管理を行う。
ロ．取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、経営企画室はその進捗状況を毎月取締役

会に報告する。
ハ．内部監査室は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報

告する。

　関係会社管理規定に基づき、子会社の経営に関する重要事項は、当社による事前承認または当
社への報告の対象としています。また、当社の内部監査室が子会社の業務監査を実施しています。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項

　　　監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議の上、監査役スタッフを任命し、当該監
査業務の補助に当たらせる。

監査役からの求めはありません。
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⑦　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ．監査役より、監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受

けないものとする。
ロ．当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。

監査役の補助の要請を受けた使用人はおりません。

⑧　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ．監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執

行状況の報告を求めることができる。
ロ．取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実

を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
ハ．取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、

速やかに報告する。

　監査役は取締役会のほか経営会議等にも出席し、取締役との情報交換を積極的に行っています。
また、内部通報の窓口に監査役を定め、使用人が法令違反の事実等を監査役に報告できる体制を
整えています。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
ロ．監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
ハ．監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
ニ．監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、

その他専門家の意見を聴取することができる。

　代表取締役と監査役との間で意見および情報の交換を実施しています。

４．会社の支配に関する基本方針
特記事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年４月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　   産 　   の 　   部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

未 成 業 務 支 出 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,779,591

3,468,067

3,077,167

106,998

132,218

△4,859

843,845

56,327

48,974

3,283

4,069

924

510

413

786,593

226,726

198,180

179,663

212,689

△30,665

（ 負 　   債 　   の 　   部 ）
流 動 負 債 2,836,763

買 掛 金 1,918,993

未 払 費 用 223,199

未 払 法 人 税 等 292,695

未 成 業 務 受 入 金 17,710

そ の 他 384,164

固 定 負 債 316,664
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 185,400

退 職 給 付 に 係 る 負 債 100,865
資 産 除 去 債 務 30,399

負 債 合 計 3,153,427

（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）
株 主 資 本 4,369,866

資 本 金 33,675

資 本 剰 余 金 360,191

利 益 剰 余 金 3,982,724

自 己 株 式 △6,724

その他の包括利益累計額 100,143
その他有価証券評価差額金 98,868
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,274

純 資 産 合 計 4,470,009
資 産 合 計 7,623,437 負 債 純 資 産 合 計 7,623,437
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連 結 損 益 計 算 書

( 2018年５月 １ 日から
2019年４月30日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 12,780,780
売 上 原 価 9,942,695
売 上 総 利 益 2,838,085
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,711,680
営 業 利 益 1,126,404
営 業 外 収 益

受 取 利 息 568
受 取 配 当 金 762
経 営 指 導 料 1,166
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 3,186
そ の 他 87 5,772

営 業 外 費 用
支 払 利 息 4
売 上 債 権 売 却 損 1,850
為 替 差 損 775
株 式 公 開 費 用 8,001
貸 倒 損 失 6,724
そ の 他 16 17,372

経 常 利 益 1,114,804
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 29,092 29,092
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,143,896
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 443,524
法 人 税 等 調 整 額 △118,310 325,214
当 期 純 利 益 818,682
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 818,682
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連結株主資本等変動計算書

( 2018年５月 １ 日から
2019年４月30日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 33,675 23,675 3,190,997 △56,775 3,191,572

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △26,955 △26,955

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 818,682 818,682

自 己 株 式 の 処 分 336,516 50,050 386,566

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 － 336,516 791,727 50,050 1,178,293

当連結会計年度末残高 33,675 360,191 3,982,724 △6,724 4,369,866

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 19,311 1,409 20,721 3,212,293

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △26,955

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 818,682

自 己 株 式 の 処 分 386,566

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 79,556 △134 79,421 79,421

当連結会計年度変動額合
計 79,556 △134 79,421 1,257,715

当連結会計年度末残高 98,868 1,274 100,143 4,470,009
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　３社
・主要な連結子会社の名称　　　株式会社フロンティアダイレクト

セルコム株式会社
划 通文化 咨 （上海）有限公司

②　非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称　　PT.FRONTIER INTERNATIONAL INDONESIA
・連結の範囲から除いた理由　　　非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも
連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

　該当事項はありません。
②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称　　　　　PT.FRONTIER INTERNATIONAL INDONESIA
株式会社シネブリッジ
株式会社ランプ東京

・持分法を適用しない理由　　　　各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響
が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用の範
囲から除外しております。

⑶　連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記
　　連結の範囲の変更　　　　　　　当連結会計年度より、株式会社フロンティアダイレクトを新設分割に

より設立し、連結の範囲に含めております。
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⑷　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、划 通文化 咨 （上海）有限公司の決算日は12月31日であります。
　連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した本決算に準じた仮決算に基づく計算書類を
使用しております。
　なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

⑸　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券
・時価のあるもの　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．たな卸資産　　　　　　　　　当社及び連結子会社は主として個別法による原価法（貸借対照表価額
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しており
ます。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

　当社及び連結子会社は定率法を採用しております。ただし、1998年
４月１日以降に取得した建物（建物附属設備の一部を除く）については、
定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物　　　　　　　　５年～47年
工具、器具及び備品　３年～10年

ロ．無形固定資産
　当社及び連結子会社は定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づいております。
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③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　　　　　　　　売上債権等の貸倒損失に備えるため、当社及び連結子会社は一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．役員退職慰労引当金　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社は内規に基づく期末要支
給額を計上しております。

④　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る会計処理の方法

　当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用
の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
方法を用いた簡便法を適用しております。

ロ．重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産
及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円換算し、収益及び費用
は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換
算調整勘定に含めて計上しております。

ハ．繰延資産の処理方法　　　　　株式交付費
支出時に全額費用処理しております。

ニ．消費税等の会計処理　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当連結会
計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示しております。
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３．連結貸借対照表に関する注記
　　有形固定資産の減価償却累計額 66,257千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 4,353,000株

⑵　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 1 8 年 ７ 月 2 6 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 26,955 1,300 2018年４月30日 2018年７月27日

（注）当社は、2018年12月27日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。１株
当たり配当額につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 1 9 年 7 月 2 5 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 255,387 59 2019年４月30日 2019年７月26日

⑶　当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数

普通株式 322,000株
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５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、人員計画や設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しておりま
す。また、当社グループは、デリバティブは一切利用しておらず、安全性の高い金融商品に限定し、投資
環境等を勘案し慎重に判断しております。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変
動リスク及び信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日です。一部外貨建てのものについては、
為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債務は財務経理部財務課が管理しております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、経理規程に従い営業債権について、財務経理部が主要な取引先の状況を定期的にモ
ニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念
の早期把握や軽減を図っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社グループは、外貨建ての営業債権債務について、財務経理部が通貨別、月別に為替相場のモニタ
リングを行っております。
　投資有価証券については、定期的に価額や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また満期保
有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直し
ております。

ハ．資金調達に係る流動性のリスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、各部署からの報告に基づき、財務経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、
手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、当社と同様の
資金繰り計画を作成・更新し、同様の管理を行っております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が無い場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2019年４月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注）２．参照）

連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

⑴　現金及び預金 3,468,067 3,468,067 －

⑵　受取手形及び売掛金 3,077,167 3,077,167 －

⑶　投資有価証券 211,225 211,225 －

⑷　敷金及び保証金 198,180 191,540 △6,639

資産計 6,954,641 6,948,001 △6,639

⑴　買掛金 1,918,993 1,918,993 －

⑵　未払費用 223,199 223,199 －

負債計 2,142,193 2,142,193 －
（注）１．金融商品の時価の算定方法

資　産
⑴　現金及び預金、⑵　受取手形及び売掛金
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
⑶　投資有価証券
　時価については、株式等は取引所の価格を基に算定されております。
⑷　敷金及び保証金
　時価については、返還時期を見積もったうえ、将来キャッシュ・フローを無リスクの利子率で割引い
て算定する方法によっております。

負　債
⑴　買掛金、⑵　未払費用
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式 15,500千円

　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「⑶　投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 3,467,613 － － －

受取手形及び売掛金 3,077,167 － － －

合計 6,544,780 － － －

６．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たりの純資産額 1,032円67銭
⑵　１株当たりの当期純利益 195円80銭

（注）2018年12月27日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年
度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定し
ております。

７．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

８．その他の注記
　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2019年４月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
未 成 業 務 支 出 金
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
敷 金 及 び 保 証 金
長 期 預 金
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

5,818,346
3,170,306

12,472
2,424,397

71,553
18,865
48,598
76,727

△4,574
954,047
41,930
35,529
2,332
4,069

787
373
413

911,329
212,726
174,537

420
30,665

178,956
110,199
65,191

162,574
6,722

△30,665

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 2,330,074

買 掛 金 1,660,637
未 払 金 170,482
未 払 費 用 165,446
未 払 法 人 税 等 208,089
未 払 消 費 税 等 7,982
未 成 業 務 受 入 金 986
預 り 金 111,939
そ の 他 4,510

固 定 負 債 303,116
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 185,400
退 職 給 付 引 当 金 93,553
資 産 除 去 債 務 24,163

負 債 合 計 2,633,190
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 4,040,334

資 本 金 33,675
資 本 剰 余 金 360,191

資 本 準 備 金 23,675
そ の 他 資 本 剰 余 金 336,516

利 益 剰 余 金 3,653,193
利 益 準 備 金 2,500
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,650,693

別 途 積 立 金 45,000
繰 越 利 益 剰 余 金 3,605,693

自 己 株 式 △6,724
評 価 ・ 換 算 差 額 等 98,868

その他有価証券評価差額金 98,868
純 資 産 合 計 4,139,202

資 産 合 計 6,772,393 負 債 純 資 産 合 計 6,772,393
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損　益　計　算　書

( 2018年５月 １ 日から
2019年４月30日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 9,790,028

売 上 原 価 7,549,878

売 上 総 利 益 2,240,149

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,384,728

営 業 利 益 855,421

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,297

業 務 受 託 手 数 料 26,158

そ の 他 4,447 31,903

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4

売 上 債 権 売 却 損 1,794

株 式 公 開 費 用 8,001

そ の 他 740 10,541

経 常 利 益 876,783

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 29,092 29,092

税 引 前 当 期 純 利 益 905,876

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 344,166

法 人 税 等 調 整 額 △106,052 238,113

当 期 純 利 益 667,762
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株主資本等変動計算書

( 2018年５月 １ 日から
2019年４月30日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主
資本合計資本

準備金
その他資本

剰余金
資本剰余金

合計
利益

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 33,675 23,675 － 23,675 2,500 45,000 2,964,885 3,012,385 △56,775 3,012,960

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △26,955 △26,955 △26,955

当 期 純 利 益 667,762 667,762 667,762

自己株式の処分 336,516 336,516 50,050 386,566

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 336,516 336,516 － － 640,807 640,807 50,050 1,027,374

当 期 末 残 高 33,675 23,675 336,516 360,191 2,500 45,000 3,605,693 3,653,193 △6,724 4,040,334

評価・換算差額等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 19,311 19,311 3,032,271

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △26,955

当 期 純 利 益 667,762

自己株式の処分 386,566

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 ) 79,556 79,556 79,556

当 期 変 動 額 合 計 79,556 79,556 1,106,931

当 期 末 残 高 98,868 98,868 4,139,202
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法
　（イ）子会社株式及び関連会社株式
　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
　（ロ）その他有価証券

　　　時価のあるもの
　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
　　　　動平均法により算定）を採用しております。
　　　時価のないもの
　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
　　を採用しております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

　　　　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備の一部を
　　　除く）については、定額法を採用しております。
　　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　　　　　建物　　　　　　　　　５年～47年
　　　　　工具、器具及び備品　　３年～10年

②　無形固定資産
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
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(3)　引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　　　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
　　債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②　退職給付引当金
　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務の見込額に基づき計上して
　　おります。
③　役員退職慰労引当金
　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社は役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上して
　　おります。

　(4)　繰延資産の処理方法
　　　　 株式交付費
　　　　 支出時に全額費用処理しております。
(5)　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　　①　消費税等の会計処理
　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事業年
度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に
表示しております。

３．貸借対照表に関する注記
　（１）有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　62,856千円
　（２）関係会社に対する金銭債権・債務（区分表示したものを除く）
　　　　　短期金銭債権
　　　　　短期金銭債務

24,743千円
63,630千円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 2,741千円
仕入高 163,005千円

営業取引以外の取引高 26,207千円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 24,400株

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 17,282千円
未払賞与 57,932千円
投資有価証券評価損 2,470千円
役員退職慰労引当金 64,129千円
退職給付引当金 32,359千円
貸倒引当金繰入超過額 13,024千円
子会社株式 9,753千円
資産除去債務 8,358千円
未払法定福利費 6,951千円
その他 5,544千円

繰延税金資産合計 217,807千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △48,565千円
資産除去費用 △6,666千円

繰延税金負債合計 △55,232千円
繰延税金資産の純額 162,574千円

－ 33 －



７．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

子 会 社
株式会社フロン
ティアダイレク
ト

所有
直接 100.0 当社の販売・販

促支援
当社の管理
事務 21,958 未 収 入 金 1,976

子 会 社 セルコム株式会
社

所有
直接 100.0 当社の販売・販

促支援
当社の管理
事務 4,200 未 収 入 金 378

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．サービスの販売価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上、決定しております。

２．取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等を含めております。

８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たりの純資産額 956円25銭
⑵　１株当たりの当期純利益 159円71銭

（注）2018年12月27日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定してお
ります。

９．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

10．その他の注記
　　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年６月25日
株式会社フロンティアインターナショナル

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 矢 治 博 之 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 井 　 誠 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社フロンティアインターナショナルの
2018年５月１日から2019年４月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社フロンティアインターナショナル及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年６月25日
株式会社フロンティアインターナショナル

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 矢 治 博 之 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 井 　 誠 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フロンティアインターナショナル
の2018年５月１日から2019年４月30日までの第29期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2018年５月１日から2019年４月30日までの第29期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め
るとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規
則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。
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２. 監査の結果
　(１) 事業報告等の監査結果
　　　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
　　　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。
　　　③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス

テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

　(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(３) 連結計算書類の監査結果
会計監査EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年６月25日

株式会社フロンティアインターナショナル　監査役会
常勤監査役（社外監査役） 田 中 晃 次 ㊞
社外監査役 中 野 吉 朗 ㊞
社外監査役 美 澤 臣 一 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案　剰余金処分の件
　当社は可能な限り安定的な配当水準を維持することを配当政策の基本としており、今後の事業展開
及びキャッシュ・フローの状況を総合的に勘案し、業績への連動性を重視したうえで、期末配当とし
て年１回利益配分を行うことを基本方針としております。
　また当社は、2019年２月28日に東京証券取引所マザーズ市場に新規上場いたしました。これもひ
とえに、これまでお力添えをいただきました皆さまのご支援の賜物と、心より感謝申しあげます。
　つきましては、株主の皆さまへの感謝の意を表するとともに、東京証券取引所マザーズ市場への上
場を記念いたしまして、2019年４月期の配当について、１株当たり20円の記念配当を実施させてい
ただくことといたしました。
　したがって、以下のとおり第29期の期末配当をいたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
①　配当財産の種類

　金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金59円（内上場記念配当金20円）といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は255,387,400円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2019年７月26日といたしたいと存じます。

以　　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都渋谷区東一丁目２番20号
住友不動産渋谷ファーストタワー
ベルサール渋谷ファースト　２階ホール
TEL 03－6418－2611
※近隣のベルサール渋谷ガーデンとお間違えのない様
　お気をつけください。

渋谷郵便局渋谷郵便局

渋谷駅渋谷駅
セブン
イレブン
セブン
イレブン

渋谷クロス
タワー
渋谷クロス
タワー

金王八幡宮金王八幡宮渋谷警察署

明治通り

ローソン

青山学院大学青山学院大学

｢渋谷二丁目｣
交差点

都バス

六本木通り六本木通り

ベルサール渋谷ファースト
(住友不動産渋谷ファーストタワー)

｢並木橋｣交差点

ＪＲ新南口

16c出入口

東口

青山
通り

至表
参道
→至

新
宿

至
品
川

渋谷ヒカリエ渋谷ヒカリエ

歩道橋歩道橋

｢渋谷三丁目｣
バス停

渋谷
ストリーム

※渋谷駅東口交差点周辺工事に伴い、駅形状、出入口、
　歩行者ルートが変わる場合がありますので、ご注意ください。

＜交通のご案内＞
渋谷駅 東口より 徒歩８分 （ＪＲ線・銀座線・井の頭線）

16c 出入口より 徒歩６分 （半蔵門線・副都心線・東横線・田園都市線）
ＪＲ新南口より 徒歩７分 （ＪＲ線）


